
厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

●所定労働時間を短くする短時間勤務制度（３歳まで）
●病気やけがをした子の世話をするための看護休暇（年５日、
子が２人以上の場合は10日）（小学校就学前まで）

●残業（所定外労働）を免除する制度（３歳まで）

例えば、育児休業の延長を目的として、保育所などへの入所の意思がないに
も関わらず入所を申し込み、その保育所などに入れなかったことを理由とし
て育児休業の延長を申し出ることは、育児・介護休業法に基づく育児休業の
制度趣旨に合致しているとは言えず、育児休業の延長の要件を満たさないこ
とになります。

● 育児・介護休業法では、労働者は、原則として子どもが１歳になる
までの間、育児休業を取得することができることとされています。

育児休業の趣旨

育児休業は、保育所などに入所できない場合に限り、１歳６か月まで（再延長で２歳まで）
延長することができますが、制度を適切に運用するため、育児休業を延長する際は以下のとお
り取り扱うこととなっています。
育児休業の延長を予定されている労働者の方、また、雇用する事業主の方はご留意ください。

● 例外的な措置として、１歳になる時点で保育所などに入所できない
等、雇用の継続のために特に必要と認められる場合に限り、１歳６か
月まで（再延長で２歳まで）育児休業を延長することができます。

育児休業の延長ができる場合について

「育児休業」の延長を予定されている労働者・事業主の皆さまへ

育児休業を延長することができるのは、
保育所などに入所できない場合です。

育児休業の取得は、子どもが１歳になるまでです。

！
予定どおりの時期に円滑に育児休業から復職するためには、育児休業中から
計画的に復職に向けた準備を行うことが重要です。復職後にも、例えば法律
に基づく以下のような制度を利用することができます※。これらの制度を上手
に活用しながら、仕事と育児の両立を図りましょう。
※労働者から請求があった場合は、事業主は原則これに応じなければなりません。

【復職後に利用できる制度の例】

！
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都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ
育児・介護休業法に関するお問い合わせは、
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厚生労働省トップページ＞分野別の政策一覧＞子ども・子育て> 職場における子育て支援> 事業主の方へ> 
「育児・介護休業法について」のページに、育児・介護休業法に関する情報が掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 保育所などの入所申込みを行い、第一次申込みで保育所などの内定を受
けたにもかかわらずこれを辞退し、第二次申込みで落選した場合には、
落選を知らせる「保育所入所保留通知書」にこうした事実が付記される
ことがあります。（付記の有無等実際の運用は、自治体によって異なりま
す。）

 こうした付記がある「保育所入所保留通知書」を受け取った方は、第一
次申込みの内定辞退にやむを得ない理由※がない場合には、育児休業を延
長する要件を満たさないため、育児休業の延長の申出ができません。

延長の要件を満たさない申出があった場合の取扱いについて

※「やむを得ない理由」とは、内定の辞退について申込み時点と内定した時点で住所や勤務
場所等に変更があり、内定した保育所などに子どもを入所させることが困難であったこと
等を指します。

育児休業制度を適切に利用していただくために、明らかに制度
趣旨とは異なる育児休業の延長の申し出があった場合には、次
のような取扱いを行うこととしています。

＜事業主の方へ＞
 育児休業の申し出の際に、こうした付記がなされた「保育所入所保留通知
書」が労働者から提出された場合、事業主が保育所などの内定を辞退した
理由を労働者に確認し、やむを得ない理由がないと判断できる場合には、
育児・介護休業法に基づく適正な申出にはあたらないこととなります。

＜育児休業給付について＞
 育児休業給付金の申請の際に、こうした付記がなされた「保育所入所保留
通知書」が提出された場合、ハローワークは、保育所などの内定を辞退し
た理由を本人に確認することとし、やむを得ない理由がない場合には、育
児休業給付金が支給されないこととなります。

育児休業給付金についてのお問い合わせは、お近くの都道府県労働局・ハローワークへ


